
○天草市難聴児補聴器給付等事業実施要綱 

平成２５年１月２３日 

告示第１２号 

改正 平成２７年１２月２２日告示第１５３号 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある

１８歳未満の者（以下「難聴児」という。）に対して、補聴器の装用による音声言語能力の

向上及び等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与す

るため、補聴器の給付及び修理（以下「給付等」という。）を行うことにより、難聴児の福

祉の増進を図ることを目的とする。 

（給付等対象者） 

第２条 給付等対象者は、本市に住所を有し、かつ、次の要件を全て満たす難聴児とする。た

だし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下「法」という。）第７６条第１項ただし書により、補装具費支給制度の対象外

とされる世帯に属する者は、この限りでない。 

（１） 両耳の聴力レベルが３０デシベル以上である者 

（２） 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 

（申請） 

第３条 補聴器の給付等を希望する給付等対象者の保護者（以下「申請者」という。）は、必

要に応じて、補聴器の試聴を行った上で、天草市難聴児補聴器給付等申請書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する都道府

県知事の定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した別に定める意見書 

（２） 意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書 

（３） 補聴器の仕様書 

（４） その他市長が必要と認めるもの 

（所得審査） 

第４条 市長は、給付等対象者の属する世帯全員の所得状況を天草市難聴児補聴器給付等調査

書（様式第２号）により調査し、第２条ただし書に規定する補装具費支給制度の対象外とさ

れる世帯の有無を確認するものとする。 



（給付等決定等） 

第５条 市長は、申請書の内容を審査し、給付等又は却下の決定をするものとする。この場合

において、市長が必要があると認めるときは、申請書の内容について、天草市難聴児補聴器

給付等判定依頼書（様式第３号）に第３条各号に規定する意見書、見積書、仕様書等を添え

て熊本県福祉総合相談所長に専門的な技術的助言を求めた上で、天草市難聴児補聴器給付等

判定書（様式第４号）の内容を踏まえ、給付等の適否を決定しなければならない。 

２ 市長は、給付等を決定した場合にあっては、天草市難聴児補聴器給付等決定通知書（様式

第５号）及び天草市難聴児補聴器給付等券（様式第６号。以下「給付等券」）を申請者に、

難聴児補聴器給付等決定のお知らせ（様式第７号）を補聴器販売決定業者（以下「決定業者」

という。）に交付し、却下を決定した場合にあっては、天草市難聴児補聴器給付等申請却下

通知書（様式第８号）を申請者に交付するものとする。 

（補聴器の給付等） 

第６条 申請者は、給付等決定後速やかに、天草市難聴児補聴器給付等決定通知書に記載され

た決定業者に給付等券を提出し、給付を受けるものとする。 

（費用の負担） 

第７条 補聴器の給付等を受けた申請者は、当該給付等に要する費用の一部（以下「費用負担

額」という。）を決定業者に直接支払うものとする。 

２ 費用負担額は、別表１台当たりの基準価格の欄に掲げる額（以下「基準価格」という。）

を基礎とし、法第７６条の規定に基づく補装具費の支給の例による。 

３ 給付等対象者が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費が基準価格を超え

る場合は、その差額については、申請者が負担するものとする。 

（費用の請求及び支払） 

第８条 決定業者は、天草市難聴児補聴器給付等費請求書（様式第９号）に給付等券を添付の

上、当該給付等に要する費用を市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは

給付等に要した費用から前条の規定により申請者が決定業者に支払った額を控除した額を支

払うものとする。 

（給付の制限） 

第９条 市長は、この事業による補聴器の再給付は、この事業による給付の日から５年を経過

するまでの間は行わないものとする。ただし、５年を経過する前に、この事業により給付等



を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合に限り、新たに補聴

器の給付申請ができるものとする。 

（補聴器の管理） 

第10条 この事業により補聴器の給付等を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。 

（費用及び補聴器の返還） 

第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付等を受けたとき又は前条の規定に

違反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は給付を受けた補聴器を返

還させることができる。 

（台帳の整備） 

第12条 市長は、給付等の状況を明確にするため、天草市補聴器給付等台帳を整備するものと

する。 

（雑則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年１月２３日から施行する。 

（障害者自立支援法の一部改正に伴う特例） 

２ 第２条の規定の適用については、平成２５年３月３１日までの間に限り、同条中「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」とあるのは「障害者自立支援法」

とする。 

附 則（平成２７年告示第１５３号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

補聴器の種類 １台当たりの基

準価格 

基準価格に含まれるもの 

軽度・中等度難聴用ポケット型 ４３，２００円(1) 補聴器本体 

(2) イヤーモールド（イヤーモールドを必軽度・中等度難聴用耳かけ型 ５２，９００円



高度難聴用ポケット型 ４３，２００円 要としない場合は、基準価格から９，０

００円を除く。） 高度難聴用耳かけ型 ５２，９００円

重度難聴用ポケット型 ６４，８００円

重度難聴用耳かけ型 ７６，３００円

耳あな型（レディメイド） ８７，０００円補聴器本体 

耳あな型（オーダーメイド） １３７，０００

円

骨導式ポケット型 ７０，１００円(1) 補聴器本体 

(2) 骨導レシーバー 

(3) ヘッドバンド 

骨導式眼鏡型 １２７，２００

円

(1) 補聴器本体 

(2) 平面レンズ（平面レンズを必要としな

い場合は、基準価格から１枚につき３，

６００円を除く。） 

（備考） 

１ 基準価格に含まれる補聴器本体はいずれも当該補聴器本体において使用する電池を含

む。 

２ 補聴器の種類によっては対象者に条件があるため、難聴児補聴器給付意見書裏面の難

聴児補聴器給付意見書作成上の留意点を参照すること。 





















様式第１号（第３条関係） 

（平２７告示１５３・全改） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第５条関係） 

様式第９号（第８条関係） 


